
   

 

 

平成 22 年 11 月 30 日 

各  位 

                         会 社 名 株式会社 富士ピー・エス 

                         代表者名 代表取締役社長 長尾 德博 

（コード 1848 大証第２部、福証） 

問合せ先 取締役執行役員 

経営企画室長 江里口 俊郎 

（TEL 092－721－3471） 

 

建設業法に基づく監督処分（営業停止処分）に関するお知らせ 

 

当社は、国土交通省九州地方整備局から、平成 22 年 11 月 30 日付で、下記の監督処分（営業停

止処分）を受けましたのでお知らせします。 

本件により、お客様、株主様をはじめ関係の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを深くお

詫び申しあげます。 

当社は、この度の処分を厳粛に受け止め、従来にも増したコンプライアンス体制の強化とコン

プライアンス経営に取り組んで参ります。 

 

記 

 
１．停止を命じられた営業の範囲 
  福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県における土木工事業に関する

営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの 
  

２．処分に至った経緯 
  国土交通省関東地方整備局、近畿地方整備局及び福島県が発注するＰＣ橋梁工事に係る当社

の入札・契約行為が独占禁止法に違反するとして、平成 16 年 10 月 15 日付で公正取引委員会

から排除勧告を受け審判で争っておりましたが、平成 22 年 9 月 21 日付で同法に違反するとの

審決を受け、同年 10 月 22 日で当該審決が確定しました。 
  このことが建設業法第 28 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に該当するとされ、国土交通省から、

同法第 28 条第 3 項の規定に基づき監督処分を受けたものであります。 
 
３．期 間 
  平成 22 年 12 月 15 日から平成 22 年 12 月 29 日までの 15 日間 
 
４．今後の業績に関する見通し 
  当期業績見通しに変更はありません。 
 

以  上  


